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論文審査の結果の要旨 
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論文題目： 清末民国期、上海における土地行政 

 学位申請者  藤澤 聖哉 

 論文審査担当者 
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【論文内容の要旨】 

 本論文は、近代上海の土地制度、特に土地税たる「田賦」を徴収するうえで必要な、土地に関する諸情報の把

握とそれにもとづく徴税のあり方とについて、文書史料や新聞資料等を解析し、現場レベルの具体相を復元する

ことを通じて解明しようとするものである。通説では、明初に施行された里甲制が解体したあと、清代から民国

期においては田賦の代理徴収（「包攬」）が一般化するとされるが、本論文はこの通説を実証面から再考せんとす

るものである。分量は 400字詰め原稿用紙に換算して約 300枚で、序論・結論を除き、全三章から成る。 

 第一章では、清末民国期における上海の土地制度は、1930 年前後に、国民政府下の上海市政府による測量、登

記および「土地執業証」（土地所有権証明書）発給によって終焉したことを示し、そのうえで、この終焉した土地

制度が、咸豊 5（1855）年を始期として存続してきたことを明らかにする。すなわち、①咸豊 3年、上海で小刀会

（秘密結社の一つ）が反乱を起こすが、これを鎮圧した清朝は、反乱で混乱した土地の所有状況を整理するため、

咸豊 5 年に「清糧」を実施し、一筆ごとの土地の所在・所有者・課税面積を確定する。②確定された諸情報は、

1930 年前後まで、田賦徴収や土地取引等の場において、一筆の土地を同定するための〈不変の情報〉として用い

られていく。③「図」という土地区画が田賦徴収の基本単位であった、等々。そして、当該期における田賦の徴

収・納入の大枠を復元し、正規の納入方法である「自封投櫃」（田賦負担者＝土地所有者等による直接納入）は少

なく、「地保」と呼ばれる「図」の代表者を媒介とする徴収・納入が主要な方法として制度化されていたことを明

らかにする。 

 ところで、土地所有者は売買等を通じて交替していく。そして、交替後の情報が捕捉されないかぎり、徴税は

実現しない。それでは、だれが、どのように捕捉していたのか、これを第二章の課題とする。第一に、土地台帳

の管理者である「冊書」が把握している所有者に関する情報は、交替後の現実を反映していない場合が多く、「冊

書」の情報では徴税の実現が困難であることを明らかにする。第二に、地保は、「清糧」時の測量に参画しており、

その後も土地取引の場に参与して取引の正当性を公証する義務を果たすことを通じて、土地に関する情報の刻々

の変化を把握していたこと、そして独自に作成している台帳を用いて徴税することが可能であったこと等を実証

する。 



 第三章では、当該期の上海における「梱保」制という田賦の徴収・納入制度について、「梱単」と呼ばれる文書

を政府に提出している図が存在していたことを明らかにしたうえで、かかる図について、①一個の図は、複数の

「梱」と呼ばれるグループから成ること、②一個の梱は、該図に一定面積以上の土地を所有する者（「梱業」と呼

ばれる）たちから成ること、③梱は、図を代表して田賦を政府へ完納する地保を、輪番で選出すること、④地保

は梱業たちの協力を得て、図内における土地情報の把握と、これにもとづく田賦徴収を実現していたこと、⑤政

府への完納の責任を、地保だけでなく、梱業たちを含めた連帯責任の形で図が負っていたこと、等を復元する。

そして「梱単」は、図内の「梱業」たちが田賦完納について連帯責任を負うこと政府に誓約したものであると結

論する。 

 以上から、清末民国期の上海では、図内の梱業たちが連帯責任を負う形での田賦納入、すなわち、図内におけ

る団体的徴税制度が存続していたことを指摘する。そして、かかる徴税制度を可能とする社会基盤について、江

南デルタの東部微高地に特徴的な、5～10 戸から成る「宅」と呼ばれる集落形態との連関を推測する。 

【論文審査の結果の要旨】 

 清末民国期の上海は、租界が設置された国際都市として、また世界有数の交易都市として、これまでも多くの

研究が取り上げてきた。しかし不思議なことに、土地制度については、租界のそれを除くと、ほとんど顧みられ

ることはなかった。その意味で、本論文は、近代上海の土地制度について、一筆々々の土地に関する情報を、だ

れが、どのように捕捉・把握していたかの問題を解明した本格的研究として高く評価できる。 

 特に、地保の交替を示す文書を発掘し、また未利用であった東大東洋文化研究所所蔵の土地台帳（「清糧」時に

作成された「版図号領戸冊」を、1916 年に抄写したもの）を初めて分析したこと等は特筆すべき功績である。こ

れによって「梱」「梱単」「梱業」などの解釈が可能となった。また、上海固有の土地所在表示の仕方、公証人と

しての地保の役割、冊書の実態とその非在地性などについて、史料にもとづく重要な指摘が随所に見られる。か

くして、一筆々々の土地に対する把握とこれにもとづく土地税徴収のあり方とについて、現場レベルの具体像を

復元することに成功した。これは、中国史研究においてきわめて価値ある業績である。そして、「包攬」（特定の

者が継続して徴税を請負う形態）が一般化するという通説に対して再考を促している点も評価できる。 

 しかし残された課題もある。第一に、「梱保」制が包攬と異なる点はどこか、という問題である。申請者は「私

的か否か」に注目するが、そこでの「私」とは何か。また、いかなる性格・形態を「包攬」に分類するべきか、

徴税制度史のみならず、中国社会の性質理解にもかかわる大きなテーマとなろう。第二に、図内の各梱の間に連

帯性がなく、各梱が直接に政府へ納税するなど、必ずしも図としてのまとまりをもっていない事例も存在するの

で、それらを視野に入れた立論も望まれる。その他、説明や根拠が不十分なままでの立論、説明を加えないまま

での史料用語による叙述等が散見されるのは惜しまれる。 

 しかし、これらの瑕疵は、本論文が達成した学術的意義や貢献をそこなうものではない。よって、本論文を博

士（文学）の学位にふさわしいものと認定する。 


